指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年　神奈川県規則第16号

（利用者が選定する特別な居室の基準）
第１条　指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第10号。以下「条例」という。）第23条第３項第３号イに規定する規則で定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者が選定する特別な居室の提供に係る基準（平成18年厚生労働省告示第541号）に定める基準とする。
（食事の提供に要する費用及び光熱水費）
第２条　条例第23条第４項に規定する同条第３項第１号ア、第２号ア及び第３号アに掲げる費用については、食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針（平成18年厚生労働省告示第545号）第１号並びに第２号イ及びロに定めるところによる。
（給付金の種類）
第３条　条例第43条に規定する規則で定める給付金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第38条の２の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金（平成23年厚生労働省告示第378号）に定める給付金とする。
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附　則
この規則は、平成25年４月１日から施行する。

